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Ⅰ は じ め に

京都府（教育庁、警察本部、関係公社等を含む。）の建設工事競争入札に参加す

るには、毎年11月1日を入札参加資格審査基準日とする建設工事指名競争入札参加

資格審査を受けなければなりません。

京都府では、昭和40年京都府告示第75号に基づき建設工事の指名競争入札に参加

する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等について告示していま

す。建設工事指名競争入札参加資格審査を希望される方は、以下の事項に十分留意

の上、申請してください。

また、府が実施する建設工事一般競争入札に参加しようとする場合も建設工事指

名競争入札参加資格審査申請を行ってください。

平成28年11月又は平成29年2月に、平成29・30年度京都府建設工事指名競争入

札資格審査申請を行い、平成29年度の入札参加資格を有している方は、今回申請

する必要はありません。

ただし、平成29年度入札参加資格に引き続き平成30年度入札参加資格を得るた

めには、審査基準日及び審査結果通知日が平成28年4月1日から平成29年10月31日

までにある経営事項審査を受ける必要があります。この経営事項審査の結果を受

けていない場合は、平成30年度入札参加資格がなくなりますのでご注意ください。

申請にあたっては、この手引きを参照し、「建設工事競争入札参加資格審査申請

書」及び必要となる「提出書類」を作成・添付して提出してください。

なお、今回の申請の有効期限は平成30年度の１年間となります。

また、平成29年度の建設工事指名競争入札参加資格を有する者のうち、新たに業

種を追加したい場合や受任者を新設したい場合も今回申請できますが、下記Ⅱの１

の「申請できる者」である必要があります。提出書類については、下記Ⅳの「提出

書類について」のとおり提出してください。ただし、建設工事競争入札参加資格審

査申請書については、新たに追加したい建設業の種類についてのみ記入し、平成29

年度京都府建設工事競争入札参加資格審査結果通知書（平成29年4月1日付け9指第1

00号又は平成29年7月1日付け9指第100号）の写しを添付してください。
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Ⅱ 申 請 の 手 続

１ 申請できる者

建設工事競争入札参加資格審査を申請できる者は、次のいずれにも該当しない者

で、建設工事競争入札参加資格審査申請時に、建設業法（昭和24年法律第100号）

第27条の23に定める経営に関する事項の審査（※）を受けている者でなければなり

ません。

※ 今回の中間申請にあたっては、審査を受け、以下の要件に合致する経営事項

審査結果通知書を受けていることが必要です。

・ 審査基準日が平成28年4月1日から平成29年10月31日までの間にあること。

・ 審査結果通知日が平成29年10月31日までにあること。

(1) 建設業法第3条の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けてい

ない者

(2) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない

者

①身分証明書及び②成年被後見人及び被保佐人として登記されていないことの

証明書の提出は不要としますが、申請時に成年被後見人及び被保佐人並びに破産

手続開始の決定を受けて復権を得ない者である等、虚偽の申請があった場合は、

競争入札に参加することはできません。

(3) 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者

(4) 建設工事競争入札参加資格審査申請書を提出するときまでに京都府が発注し

た建設工事に関係する債務を履行していない者

(5) 建設工事競争入札参加資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実

を記載した者

(6) 健康保険、厚生年金保険又は雇用保険に加入していない者（適用除外の者を除く。）
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２ 申請書の受付期間及び提出先

今回の中間受付は窓口申請のみです。（電子申請による受付はありません。）

(1) 受付期間および受付時間

平成29年11月24日（金）から平成29年11月30日（木）まで（土日を除く。）

午前 午前9時30分から午前11時30分まで

午後 午後1時15分から午後4時まで

(2) 受付場所

京都市上京区出水通油工事東入 京都府庁別館第３会議室（23ページ参照）

(3) 申請に当たっての注意事項

・ 提出書類の記載内容について質問する場合がありますので、記載内容を熟知して

いる方が直接持参の上、提出してください。 郵送による受付は行っていません。

・ 受付最終日は混雑が予想されますので、余裕をもって早めに申請をしてください。

・ 申請書類に不備等があった場合、再度来庁していただくこともありますので、申

請書類の記載内容や提出書類について、申請前に充分確認してください。

受付期間中に全ての申請書類等が整わない場合、受付はできない（入札参加

資格が得られない）ので、注意してください。

３ 申請書類の入手方法

申請書類は以下のアドレスからダウンロードできます。（販売等はありません）

京都府ホームページ（http://www.pref.kyoto.jp/)

＞産業・しごと

＞入札情報

＞入札参加資格

＞平成30年度建設工事競争入札参加資格審査申請(中間受付)について
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Ⅲ 建設工事競争入札参加資格審査申請書

１ 申請書の記入について

以下の点に留意の上、申請書を作成してください。

(1) 代表者の押印について

・ 法人の場合 … 「社名入り代表者印」又は「社印(角印)＋社名のない代表

者印(丸印)」を押印してください。

＊ 使用する印鑑は、実印以外（契約印）で可（以降の提出書類についても同じ）

＊ 社印(角印)がなく、「社名のない代表者印」のみを押印する場合のみ、実印を

押印し、その印鑑証明書を添付してください。（写し可。平成29年8月24日以

降に発行されたもの。）

・ 個人の場合 … 「代表者印」を押印してください。ただし、シャチハタや

いわゆる“三文判”は不可とします。（印鑑証明書の提出は不要です。）

(2) 主たる営業所の所在地

建設業許可上の「主たる営業所」の所在地を記入してください。

(3) 所在地コード

この手引きの22ページ及び総務省編「地方公共団体コード表（下１桁は不

要）」で確認の上、該当するコードを記入してください。（「(6) 受任者」欄に

ついても同じ。）

(4) 電話番号（支店・営業所の電話番号も同様。）

市外局番、局番、番号をそれぞれ－(ハイフン)で区切って記入してください。

(5) 建設業の許可番号

・ 許可年度及び許可番号は、右詰めで記入し、左余白には０(ゼロ)を記入し

てください。

・ 建設業許可を複数回に分けて取得している場合、「許可年度」欄には最も古

い年度の数字を記入してください。

・ 許可年度に拘わらず、一般建設業と特定建設業のいずれの許可も取得して

いる場合は「般特」を○で囲んでください。

【許可番号の記載例】

「平成27年度(特定)第5225号」と「平成28年度(一般)第5225号」を有している場合

申請書の記載 ： （般特 － 27） 第005225号
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(6) 受任者

・ 契約の締結等の権限を、建設工事競争入札参加資格審査申請者から支店長

等に委任する場合に記入してください。

・ 委任先の支店等が建設業許可を有していない業種は委任できないので、留

意してください。（例：申請者が土木一式と建築一式の許可を有していても、委任

先の支店等が土木一式の許可を有していない場合、委任できるのは建築一式のみ。）

・ 別途、京都府指定様式の年間委任状を提出してください。記入にあたって

は受任者欄と年間委任状の記載内容を整合させてください。

(7) 企業分類、総職員数及び資本金

・ 法人の場合 … 平成29年11月1日現在の総職員数及び資本金額を記入して

ください。企業分類は、「資本金3億円超」かつ「総職員数

が300人超」の場合は「大」、それ以外は「中小」としてくだ

さい。

・ 個人の場合 … 平成29年11月1日現在の総職員数（建設業に従事する職員と

兼業事業に従事する使用人の合計）を記入してください。

（企業分類・資本金の記載は不要です。）

(8) 経営事項審査基準日及び経営事項審査結果通知日

・ 提出書類の「イ 経営事項審査結果通知書等」に記載されている審査基準

日と結果通知日を記入してください。

・ 審査基準日が平成28年4月1日から平成29年10月31日までにあり、かつ経営

事項審査結果通知を平成29年10月31日までに受けていない場合は、今回の参

加資格申請はできません。

(9) 主観点項目（ISO、KES、障害者雇用、建設業労働災害防止協会、不当要求防

止責任者講習及び保護観察対象者雇用）

・ 「Ⅳ 提出書類について」に規定する各項目の要件を満たし、加点対象とな

る場合、該当箇所に○印を記入してください。

(10) 申請代理人

行政書士が申請代理人として代理申請を行う場合は、申請代理人の住所・

氏名等を記入（ゴム印可）し、押印の上、委任状（代理申請用）を添付して

ください。

代理申請を行う場合は、申請書の代表者氏名欄への代表者の押印は不要です。
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(11) 許可を受けている建設業の種類

入札参加資格の希望の有無に拘わらず、許可を受けている全ての建設業の種

類について、一般建設業、特定建設業欄に○印を記入してください。

・ 「法面処理工事」、「解体工事」、「交通安全施設工事」及び「その他のとび・

土工・コンクリート工事」について

とび・土工工事業の許可を受けている場合、解体工事業の許可の有無に拘

わらず、４業種すべてに○印を記入してください。

ただし、平成28年6月1日以降、新規にとび・土工工事業の許可のみを取得

した場合は、「法面処理工事」、「交通安全施設工事」及び「その他のとび・

土工・コンクリート工事」の３業種に○印を記入してください。

解体工事業の許可（業種区分番号290）のみを受けている場合、業者区分

番号052の欄に○印を記入してください。

(12) 経営事項審査を受けている建設業の種類

入札参加資格の希望の有無に拘わらず、提出書類の「イ 経営事項審査結果

通知書等」に基づき、経営事項審査を受けている全ての業種に○印を記入して

ください。

・ 「法面処理工事」、「解体工事」、「交通安全施設工事」及び「その他のとび・

土工・コンクリート工事」について

(11)と同様に○印を記入してください。

(13) 入札を希望する建設工事の種類

入札参加を希望する業種に○印を記入してください。ただし、希望すること

ができる業種は次の①から③の要件を全て満たしている業種に限ります。

① 入札参加資格審査基準日時点で建設業許可を有している業種

② 提出書類の「イ 経営事項審査結果通知書等」において平均完成工事高

（２年又は３年）がある業種

③ 委任先を設ける場合は、委任先の支店等が入札参加を希望する業種の建

設業許可を有している業種

・ 「解体工事」、「交通安全施設工事」及び「その他のとび・土工・コンクリ

ート工事」について

提出書類「ウ とび・土工・コンクリート工事及び解体工事の完成工事高内

訳書」及び「エ とび・土工・コンクリート工事及び解体工事の工事経歴書」

を作成の上、提出してください。 ＊29・30ページ参照
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・ 「塗装工事」について

①から③の要件を全て満たしていれば、塗装工事（土木関係）及び塗装工

事（建築関係）のいずれか又は両方の入札参加を希望することができます。

ただし、（15）で記入するの平均完成工事高がなし（ゼロ）の場合は、参加

希望できません。

(14) 以降の項目は、入札参加を希望する業種についてのみ記入してください。

なお、「(13)入札を希望する建設工事の種類」の欄に○印が記入されていない

場合は、(14)以降の項目に記入があっても入札参加希望は認められません。

(14) 許可年月日及び許可更新手続き

・ 和暦で記入してください。数字は右詰めで記入し、余白は０(ゼロ)で埋め

てください。

・ 審査申請時点で許可の有効期間が経過し、許可更新中の場合は、「許可年月

日」欄には従前の年月日を記入し、「許可更新手続」欄に○を記入してくだ

さい。

(15) 平均完成工事高

・ 「イ 経営事項審査結果通知書等」に記載された「平均完成工事高」を希

望業種の欄に記入してください。

・ 「元請完成工事高」を記入しないように注意してください。

・ 解体工事、交通安全施設工事、その他のとび・土工・コンクリート工事を

希望する場合、「ウ とび・土工・コンクリート工事及び解体工事の完成工

事高内訳書」のそれぞれの完成工事高と一致させてください。

・ 塗装工事（土木・建築）の両方を希望する場合、合計を経営事項審査の塗

装工事の完成工事高と一致させてください。

・ 塗装工事の「土木」「建築」の別は、以下を参考に完工高を算出してくださ

い。

「土木」・・・道路の区画線工事、鋼橋・河川用水門・鋼製砂防堰堤等の

鋼構造物の塗装工事 等

「建築」・・・建築物の外壁・内壁等の塗装工事 等

＊28ページ参照
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Ⅳ 提出書類について

１ 提出書類の作成・提出について

提出書類の作成等にあたっては以下の点に留意してください。

・ 【提出必須】の書類が受付期間内に提出されない場合、受付はできないので

留意してください。

ア 建設業許可証明書【提出必須】

・写し可（平成29年8月24日以降に発行されたもの）

・建設業許可通知書ではないので注意してください。

・申請時に許可の有効期限が経過している場合は、更新申請中の建設業許可申

請書（様式第１号）及びその別表の写しを併せて添付してください。

イ 経営事項審査結果通知書等（写）【提出必須】

・ 審査基準日(許可番号の下に記載されている日付)が平成28年4月1日から平成

29年10月31日までにあるもの。

・ 審査結果通知日(通知書の左下に記載されている日付)が平成29年10月31日

までにあり、かつ、その時点で最新のもの。

・ 原寸大の写しを提出してください。

ウ とび・土工・コンクリート工事及び解体工事の完成工事高内訳書

【該当者のみ提出】（第3号の2様式）

・とび・土工・コンクリート工事又は解体工事の建設業許可あるいはその両方

を有し、「解体工事」、「交通安全施設工事」、「その他のとび・土工・コンク

リート工事」のいずれかを申請する場合に提出してください。

(1) 経過措置のない経営事項審査結果通知書で申請をする場合、経営事項審査結果

通知書の「とび・土工・コンクリート工事」の完成工事高から法面処理工事の

完成工事高を除いたものの内訳及び合計を記入してください。

(2) 経過措置のある経営事項審査結果通知書で申請をする場合、経営事項審査結果

通知書の「とび・土工・コンクリート・解体（経過措置）工事」の完成工事高か

ら法面処理工事の完成工事高を除いたものの内訳及び合計を記入してください。

・記入する金額は千円未満切り捨てしてください。（各完成工事高の合計と千円

単位で誤差が生じても構いません。）

＊29ページ参照



－ 9 －

＜完成工事高の考え方＞

（ 解体工事 ＋ 交通安全施設工事 ＋ その他のとび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 ）＋ 法面処理工事

提出書類「ウ 完成工事高内訳書」で確認 経審結果通知書で確認（内数）

↓ ＝ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事及び解体工事
提出書類「エ 工事経歴書」で内訳書の額を確認

経審結果通知書で確認（合計）

(1)「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事」欄

(2)「とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ・解体(経過措置)工事」欄

エ とび・土工・コンクリート工事及び解体工事の工事経歴書

【該当者のみ提出】（第3号の3様式））

・ ①解体工事、②交通安全施設工事、③その他のとび・土工・コンクリート

工事のうち、入札参加を希望する建設工事分のみ作成・提出してください。

・ 工事の種類及び事業年度ごとに、それぞれ個別に作成してください。（例えば、2

年平均完成工事高で、①と②の入札参加を希望をする場合、工事経歴書は２年×２種＝

４枚作成）

・ 件数が多い場合、様式をコピーして使用してください。

・ 「イ 経営事項審査結果通知書等」の申請時に提出した経営事項審査申請

書（副本）に添付した工事経歴書（様式第２号）等から各工事の種類に該当

するものを抽出し、記載してください。

＊ 案件が相当数になる場合は、金額ベースでおおむね7割分を記載し、残りは「そ

の他○件、○○○千円」と記載しても構いません。

・ 記入する金額は、千円未満の端数を切り捨てて記入してください。

＊ 端数処理により「請負代金の額」欄の合計と「合計」欄の金額に生じる千円単

位の誤差は構いません。

・ 工事実績がない事業年度については、「工事名」欄に『該当なし』と記入

してください。（経歴書の作成・提出は必要）

・ 該当業種の工事経歴書の平均額と、「ウ 内訳書 」に記載された各業種の

完成工事高の額を一致させてください。（千円単位の誤差は構いません。）

（「ウ 内訳書]の各業種の完成工事高 ＝ 該当業種の「エ 工事経歴書」の平均額）

＊30ページ参照

オ 消費税及び地方消費税の納税証明書 【提出必須】

・ 写し可（平成29年8月24日以降に発行されたもの）

・ 次のいずれかを提出してください。(下記以外の書式(書式その1など)は不可)



－ 10 －

① 書式その3 … 請求税目単位の証明

② 書式その3の2… 申告所得税及び復興特別所得税と消費税及び地方消費税の証明

③ 書式その3の3… 法人税と消費税及び地方消費税の証明

・ 免税業者に対しても納税証明書は発行されます。

・ 申請者の申告先の税務署で証明書の交付を受けてください。

カ 京都府税納税証明書 【提出必須（納税義務がない場合も必須）】

・ 写し不可 平成29年8月24日以降に発行された原本を提出してください。

・ 京都府税納税証明書は、「府税納税証明書」及び「府税納税証明請求書」

に必要事項（各様式の※印欄）を記入し、府税事務所、京都府広域振興局税

務室、府税出張所又は京都府庁税務課（府庁1号館5階）で交付を受けてくだ

さい。

＊ 納税者以外の者が証明書の交付請求を行う場合は、納税者の委任状（定め

られた様式はありません。）が必要です。

＊ 「京都府税納税証明書」の申請については、以下へ問い合わせてください。

京都府総務部税務課管理担当 （075）414-4504

・ 京都府税の納税義務がない場合

京都府税納税証明書の交付は必要ないため、「京都府税納税証明書」に住

所と氏名を記入（押印不要）し、余白部分『京都府税については、納税義務

がありません。』と記入して提出してください。 ＊ 書面での提出は必須

キ 商業登記事項証明書 【提出必須（個人事業主は不要）】

・ 写し可（平成29年8月24日以降に発行されたもの。）

ク 営業所一覧表 【提出必須】 （第2号様式）

・ 本店、支店及び常時建設工事の請負契約を締結する事業所を全て記入して

ください。

・ 「許可を受けている建設業」の欄には、「建設工事競争入札参加資格審査申

請書等」の「建設業の種類」の欄の（ ）内で示された略号を記入してくだ

さい。

・ 解体工事については、解体工事業の許可を受けている場合は（解）、とび・

土工工事業の許可を受けている場合は（と）と記入してください。

・ 法面処理工事、交通安全施設工事、その他のとび・土工・コンクリート工

事については、（と）と記入してください。

・ 主たる営業所は、主たる営業所として建設業の許可を受けているもの（原
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則として本店）を記入してください。

・ 必要事項が記載されていれば、他の様式（例：建設業許可申請書の別表な

ど）で代えることができます。

ケ 技術職員名簿の写し【提出必須】

・ 「イ 経営事項審査結果通知書等」の申請時に提出した経営事項審査申請

書（副本）に添付した技術職員名簿の写しを提出してください。

・ 経営事項審査時以降、技術職員の退職や新規採用等、変更が生じた場合は、

適宜名簿を修正してください。（退職者は二重線で削除、新規採用者は余白

欄に加筆する、など）

・ 技術職員を追加した場合は、追加した技術職員の資格者証等の写しを併せ

て提出してください。職員の追加がない場合、提出は不要です。

また、追加した技術職員の常用雇用を確認する書類として、以下の書面の

いずれかを提示（提出の必要はありません。）してください。職員の追加が

ない場合、不要です。

【常勤雇用の確認書類】

常勤雇用の確認は以下の書面のいずれかを提示してください。

① 健康保険・厚生年金保険「被保険者標準報酬決定通知書」（受付印がある直近のもの）

② 事業所名が記載された健康保険被保険者証の写し

③ 雇用保険被保険者証の写し

③による確認は、健康保険及び厚生年金保険の適用除外事業所の場合のみとし、

「源泉徴収簿＋出勤簿」又は「賃金台帳＋出勤簿」を併せて提示してください。

＊ 以降の「ソ 不当要求防止責任者講習」における常勤性の確認方法も同じです。

コ 年間委任状 【該当者のみ提出】

・ 契約の締結等の権限を、支店長等に委任する場合に提出してください。

・ 京都府の指定様式により提出してください。（指定様式以外は不可）

・ 委任期間は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までとしてください。

・ 受任者（支店長等）の押印は、4ページ（１）に準じたものを押印してくだ

さい。

・ 委任先の支店等が建設業許可を有していない業種は委任できないので、留

意してください。

・ 委任する場合は以下の７項目を全て委任することとし、項目の追加や削除
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はできません。

１ 工事の入札に関する権限

２ 契約の締結及びその変更解除に関する権限

３ 入札保証金の納付及び受領に関する権限

４ 契約保証金の納付及び受領に関する権限

５ 前払金、部分払代金、その他請負代金の請求及び受領に関する権限

６ 工事の入札に関して復代理人を選任する権限

７ 共同企業体に関する権限

サ ISO9001の認証 【加点を希望する場合に提出】

・ 以下の要件を満たし、主観点の加点を希望する場合は、登録証等の写しを

提出してください。

・ 登録証の直近の登録日が平成29年10月31日以前、かつ、有効期限が平成29

年11月1日以降であること。

・ 本社及び京都府との契約の締結等の権限を委任している支店等並びに委任

先支店等を統括する立場の営業所が全て認証を受けていること。

登録証（付属書含む）等で上記の認証範囲が判別できない場合は、登録機

関が発行する証明書等を併せて提出してください。

シ ISO14001又はKES・環境マネジメントシステム・スタンダードの認証

【加点を希望する場合に提出】

・ 以下の要件を満たし、主観点の加点を希望する場合は、登録証等(KESはス

テップ1又はステップ2)の写しを提出してください。

・ 登録証の直近の登録日が平成29年10月31日以前、かつ、有効期限が平成29

年11月1日以降であること。

・ 本社及び京都府との契約の締結等の権限を委任している支店等並びに委任

先支店等を統括する立場の営業所が全て認証を受けていること。

登録証（付属書含む）等で上記の認証範囲が判別できない場合は、登録機

関が発行する証明書等を併せて提出してください。

・ ISO14001とKES双方の認証を受けている場合、加点はISO14001に対してのみ

となるため、KESの登録証は提出不要です。

ス 障害者の雇用 【加点を希望する場合に提出】

・ 以下の要件を満たし、主観点の加点を希望する場合は、申告書等を提出し

てください。
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・ 障害者を常時雇用している場合は、①障害者雇用状況申告書を提出してく

ださい。

・ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）に基づき、身

体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用状況を報告する義務がある場合

は、原則、公共職業安定所の受付印のある②障害者雇用状況報告書の写しを

併せて提出してください。

公共職業安定所への報告を電子申請で行っている場合は、到達確認画面の

写しを添付してください。

・ 法定雇用率を達成していない（②の雇用状況報告書において1人以上の不足

がある）場合は加点対象とならないため、①②の書面提出は不要です。

＊32ページ参照

セ 建設業労働災害防止協会 【加点を希望する場合に提出】

・ 主観点の加点を希望する場合は、建設業労働災害防止協会京都府支部が発

行する会員証明書の写し（平成29年8月24日以降に発行されたもの)を提出

してください。

・ 他の都道府県支部が発行する会員証明書は加点対象とはなりません。

・ 組合等による団体加入の場合、各構成員には加点しません。（当該団体にの

み加点）

ソ 不当要求防止責任者講習 【加点を希望する場合に提出】

・ 主観点の加点を希望する場合は、平成26年4月1日から平成29年10月31日ま

でに京都府公安委員会が発行した受講修了書の写しを提出してください。

・ 他の都道府県公安委員会が発行する受講修了書は加点対象とはなりません。

・ 平成29年11月1日時点において、講習受講者（不当要求防止責任者）が常用

雇用されていることを確認するため、確認書面を提示してください。（確認方

法は、「ケ 技術職員名簿」の経審後に追加した技術職員の場合と同じです。

ただし、受講者が代表者である場合、又は、「ケ 技術職員名簿」に記載され

ている場合は提示は不要です。）

・ 受講修了書を紛失した場合は、紛失届及び受講実績確認依頼に必要事項を

記載し、受講者の署名の上、提出してください。

・ 「不当要求防止責任者講習」については、(公財)京都府暴力追放運動推進

センターのホームページ（http://www.kyoto-boutsui.com/）を確認してく

ださい。
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タ 保護観察対象者等雇用 【加点を希望する場合に提出】

・ 主観点の加点を希望する場合は、京都保護観察所が発行する保護観察対象

者等雇用に関する証明書の写し(発行日が平成29年11月1日以降のもの)を提

出してください。

・ 他都道府県の保護観察所が発行する証明書は加点対象になりません。

・ 証明書の主な発行要件は以下のとおりです。

① 平成29年10月31日（以下「基準日」という。）時点で京都保護観察所に協

力雇用主登録がしてあること。

② 同一の保護観察対象者等との直接的かつ恒常的な雇用関係が基準日時点

で3ヶ月以上継続し、平成29年11月1日時点においても雇用が継続している

こと。

・ 協力雇用主の登録及び保護観察対象者等雇用に関する証明書の発行に係る

詳細は、京都保護観察所（Tel:075-441-5141)へお問い合わせください。

チ 資本関係に関する事項等の申告書 【提出必須】 （第3号の7様式）

・ 写し不可 該当の有無に拘わらず、申告書の提出が必要です。

平成29年11月1日時点の資本関係・人的関係について記入してください。

・ 「１ 資本関係に関する事項 －（１）」欄

ア（該当あり）か、イ（該当なし）のいずれかに○をしてください。

・ 「１ 資本関係に関する事項 －（２）ア 親会社」欄

親会社が建設業許可を有していない場合も記入してください。（この場合、

建設業許可番号欄は「なし」と記入してください。）

また、京都府入札参加資格を有していない場合や持株会社についても記入

してください。

・ 「１ 資本関係に関する事項 － (２) イ 自社子会社」欄

及び「１ 資本関係に関する事項 － (２) ウ 資本関係会社」欄

該当会社が建設業許可を有する場合のみ、記入してください。（京都府入

札参加資格の有無は問いません。）

・ 「２ 役員等の兼任に関する事項 －（１）」欄

ア（該当あり）か、イ（該当なし）のいずれかに○をしてください。

・ 「２ 役員等の兼任に関する事項 －（２）」欄

役員の兼任先が建設業許可を有する場合のみ、記入してください。（京都

府入札参加資格の有無は問いません。）

・ 「役員等」とは、代表取締役、取締役、個人事業主（社外取締役を含む。）
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及び委員会設置会社の執行役（代表執行役を含む。）並びに会社更生又は民

事再生の手続中である会社の管財人のことをいい、監査役及び執行役員は、

該当しません。

・ 同一入札への参加に制限については、24～26ページを参照ください。

※建設業許可番号の記載方法 京都府知事許可 「26-○○○○○○(6桁)」

国土交通大臣許可 「00-△△△△△△(6桁)」

ツ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険への加入確認書類 【該当者のみ】

「イ 経営事項審査結果通知書等」のその他の審査項目欄の健康保険、厚生

年金保険及び雇用保険（以下「社会保険等」という。）の加入の有無が「無」

となっている方は、次の確認書類を必ず添付してください。

社会保険等への加入をされていない場合は、入札参加資格審査申請の受付

ができません。

１ 健康保険・厚生年金保険の加入の確認書類：(１)～(５)のいずれか(写し可)

(１) 保険料納付に係る「領収証書」

(２) 保険料納付に係る「社会保険料納入証明書」

(３) 保険料納付に係る「社会保険納入確認書」

(４) 「健康保険・厚生年金保険取得確認及び標準報酬決定通知書」

(５) 加入手続き直後の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」（提出

先での受付済印）

２ 雇用保険の加入の確認書類：(１)及び(２)又は、(３)、(４)のいずれか（写し可）

(１) 「労働保険概算・確定保険料申告書」

(２) (１)により申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」

(３) 「雇用保険被保険者資格取得等通知書」（事業主通知用）

(４) 雇用保険適用事業所設置届出 事業主控（提出先での受付済印）

テ 委任状（代理申請用） 【該当者のみ】

・今回の申請書作成・提出等の手続を、行政書士に委任される方は、「委任状

（代理申請用）」に記入・押印の上、提出してください。

・委任期間については、平成29年11月24日から平成29年11月30日までとしてく

ださい。なお、京都府指定様式以外は受け付けられません。

ト 受領書 【提出必須】

・ 資格申請受付後、府の受付印を押印して返却しますので、必ず提出してく

ださい。
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ナ 平成29年度京都府建設工事競争入札参加資格審査結果通知書の写し【業種追

加の方のみ提出】

・ 平成29年度の建設工事指名競争入札参加資格を有する方のうち、新たに業

種を追加申請する方のみ、提出してください。

２ 提出書類の編さん方法など

① 提出書類は全てＡ４で作成してください。

② 編てつ方法

「建設工事競争入札参加資格審査申請書」と上記「Ⅳ 提出書類」のアか

らケを順に並べ、縦の左側をホッチキスでとめて提出してください。（クリ

ップ、ダブルクリップ、ガチャック等は使用しないでください。）

提出書類が厚くなる場合は、紐綴じにより提出してください。

上記「Ⅳ 提出書類」のコからナは、綴じずに提出してください。

③ 申請書類等の記載事項を証明する資料の提出について

その他、申請書類等の記載事項について審査に必要のあるときは、その記載

事項を証明できる資料等の追加提出を求めることがあります。（昭和40年京都府

告示第75号第6条）

提出書面の不備等により、受付期間内に全ての申請内容の確認ができない場合は、

平成30年4月からの入札参加資格を得ることができないので注意してください。
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Ⅴ ＩＳＯ・障害者雇用等に係る変更申請について

ＩＳＯ・障害者雇用等に係る変更申請書

（建設工事競争入札参加資格審査申請書）

平成28年11月又は平成29年2月に定期申請を行い、平成29年度の入札参加資格を有する方

で、次の事項に新たに該当する場合は、「ＩＳＯ・障害者雇用等に係る変更申請書」を記

入の上、必要な書類（Ｐ12～14に記載のサ・シ・ス・セ・ソ・タ）を添付のうえ、申請期

間内に変更申請してください（申請書への記入のしかたについては、Ｐ４の「１ 申請書の

記入について」の(1)～(5)を参照願います。

①国際標準化機構が定めたISO9001又はISO14001に適合している旨の認証の取得がある場合

②特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構が定めたＫＥＳ（ステップ１及びステップ２）に合

している旨の認証の取得がある場合

③身体障害者、知的障害者又は精神障害者に係る法定雇用率を達成している場合及び法外

で雇用している場合

④建設業労働災害防止協会京都府支部に入会している場合

⑤不当要求防止責任者を選任し、当該責任者が講習の受講を修了している場合

⑥保護観察対象者等を雇用している場合

また、ＩＳＯ・ＫＥＳの認証期限切れ及び取消、障害者の雇用に係る法定雇用率が達し

なくなった場合、法定外での雇用が無くなった場合、建設業労働災害防止協会を退会した

場合、不当要求防止責任者の雇用が無くなった場合及び保護観察対象者等の雇用がなくな

った場合にも必ず、「ＩＳＯ・障害者雇等に係る変更申請書」にて変更申請してください。

なお、資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の内容を記載した者は京都府建設

工事競争入札に参加できなくなることがあります。

＊ 添付書類はホッチキス等で外れないようにしてください。
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Ⅵ そ の 他 の 注 意 事 項

１ 建設工事競争入札参加資格審査結果の通知

資格審査の結果は、建設工事競争入札参加資格審査結果通知書により、各

申請者あて通知します。

なお、今回の中間受付に係る結果通知は、平成30年4月1日以降に行います。

２ 参加資格の有効期間

平成30年度の建設工事競争入札参加資格の有効期間は、資格審査結果を通知

した翌日から平成31年3月末日までです。ただし、平成30年11月に受付予定の

平成31・32年度京都府建設工事指名競争入札参加資格審査申請をした場合は、

平成31年度の資格審査の結果を通知した日まで有効です。

３ 申請書記載事項の変更

下表の事項に変更があった場合は、速やかに指導検査課まで「建設工事競争

入札参加資格審査申請書記載事項変更届」を提出してください。

建設業許可の変更届とは別に届出が必要なので、必ず手続きを行ってください。

変更届の様式は、京都府ホームページ（http://www.pref.kyoto.jp/)の『産

業・しごと＞入札情報＞入札参加資格＞申請内容の変更(建設工事)』から入手

してください。

添 付 書 類
変 更 事 項

個 人 法 人

商号又は名称 必要なし 商業登記事項証明書の写し
主たる営業所の所在地
法人の資本金額、出資総額

代表者 商業登記事項証明書の写し
年間委任状（府指定様式。
年間委任状提出者のみ）

建設業許可番号 許可通知書の写し 許可通知書の写し
又は許可業種 又は許可証明書の写し 又は許可証明書の写し

受任者（年間委任状提出者 年間委任状（府指定様
のみ） 式）

電話番号 必要なし 必要なし

親子会社関係及び役員等の 資本関係に関する事項等の 資本関係に関する事項等の

兼任に関する事項 申告書 申告書

（府指定様式） （府指定様式）
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４ 建設工事競争入札参加資格の承継

建設工事競争入札参加資格を持つ者が、次のような場合に該当し、その資格

の承継を希望する場合は、速やかに指導検査課へ「建設工事競争入札参加資格

承継申請書」を提出してください。

【事 例】

・ 建設業者が死亡したとき

・ 建設業者が老齢又は疾病のために建設業に従事できなくなったとき

・ 個人、協同組合が法人を設立したとき

・ 法人又は個人が合併したとき

・ 法人又は個人が建設業の営業を譲渡したとき

・ 法人が建設業の営業を新設又は吸収分割したとき

申請がない場合は、有している入札参加資格がなくなるので、留意してくだ

さい。

添付書類等の詳細は、指導検査課へお問い合わせください。

５ 次回の申請時期

次回の平成31・32年度建設工事競争入札参加資格審査申請の定期受付は、平

成30年11月を予定しています。

詳細については、決定次第、京都府ホームページ（http://www.pref.kyoto.

jp/)に掲載する予定です。

６ お問い合わせ先

〒６０２－８５７０ 京都市上京区下立売通新町西入（２号館５階）

京都府建設交通部指導検査課調整担当

電話０７５－４１４－５２２５
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７ 提出書類チェックリスト

申請する前に、提出書類がそろっているかどうかを、チェックリストにより再度確認

してください。○は全業者必須、●は該当業者のみ

チェックリスト

有・無 順 番 必須 該当 提出書類 頁

１ ○ 建設工事競争入札参加資格審査申請書 p４

２ ● 印鑑証明書（写し可） p４

３ ○ ア 建設業許可証明書 p８

４ ○ イ 経営事項審査結果通知書等の写し（原寸大） p８

５ ● ウ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事及び解体工事の完成工事高内訳書 p８

６ ● エ とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事及び解体工事の工事経歴書 p９

７ ○ オ 消費税及び地方消費税の納税証明書（写し可） p９

８ ○ カ 京都府税納税証明書（原本） p10

９ ○ キ（法人の場合）商業登記事項証明書（写し可） p10

10 ○ ク 営業所一覧表 p10

11 ○ ケ 技術職員名簿の写し p11

12 ● コ 年間委任状（府の指定様式） p11

13 ● サ・シ ＩＳＯ又はＫＥＳ登録証の写し p12

注：提出要件をもう一度確認してください。

14 ● ス ①障害者雇用状況申告書 p12

②公共職業安定所長に対して障害者雇用状況報告書を提

出した者は、障害者雇用状況報告書の写しを併せて提出

15 ● セ 建設業労働災害防止協会京都府支部発行の会員証明書の写し p13

16 ● ソ 不当要求防止責任者講習に関する京都府公安委員会 p13

発行の受講修了書の写し

※受講修了書を紛失した場合は紛失届及び受講実績確認依頼

17 ● タ 保護観察対象者等雇用に関する証明書（写し可） p14

18 ○ チ 資本関係に関する事項等の申告書 p14

19 ● ツ 社会保険等への加入確認書類 p15

20 ● テ 委任状（代理申請用） p15

21 ○ ト 受領書 p15

22 ● ナ 平成29年度京都府建設工事競争入札参加資格審査結 p16

果通知書の写し＜業種追加の方のみ＞

提出前に
もう一度確認
しましょう。
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（別表１）大臣・知事コード一覧表

００ 国土交通大臣 １２ 千葉県知事 ２４ 三重県知事 ３６ 徳島県知事

０１ 北海道知事 １３ 東京都知事 ２５ 滋賀県知事 ３７ 香川県知事

０２ 青森県知事 １４ 神奈川県知事 ２６ 京都府知事 ３８ 愛媛県知事

０３ 岩手県知事 １５ 新潟県知事 ２７ 大阪府知事 ３９ 高知県知事

０４ 宮城県知事 １６ 富山県知事 ２８ 兵庫県知事 ４０ 福岡県知事

０５ 秋田県知事 １７ 石川県知事 ２９ 奈良県知事 ４１ 佐賀県知事

０６ 山形県知事 １８ 福井県知事 ３０ 和歌山県知事 ４２ 長崎県知事

０７ 福島県知事 １９ 山梨県知事 ３１ 鳥取県知事 ４３ 熊本県知事

０８ 茨城県知事 ２０ 長野県知事 ３２ 島根県知事 ４４ 大分県知事

０９ 栃木県知事 ２１ 岐阜県知事 ３３ 岡山県知事 ４５ 宮崎県知事

１０ 群馬県知事 ２２ 静岡県知事 ３４ 広島県知事 ４６ 鹿児島県知事

１１ 埼玉県知事 ２３ 愛知県知事 ３５ 山口県知事 ４７ 沖縄県知事
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（別表２）地方公共団体コード一覧表（抜粋）

京都府 大阪府 兵庫県

26101 京都市北区 27102 大阪市都島区 27202 岸和田市 28101 神戸市東灘区

26102 京都市上京区 27103 大阪市福島区 27203 豊中市 28102 神戸市灘区

26103 京都市左京区 27104 大阪市此花区 27204 池田市 28105 神戸市兵庫区

26104 京都市中京区 27106 大阪市西区 27205 吹田市 28106 神戸市長田区

26105 京都市東山区 27107 大阪市港区 27206 泉大津市 28107 神戸市須磨区

26106 京都市下京区 27108 大阪市大正区 27207 高槻市 28108 神戸市垂水区

26107 京都市南区 27109 大阪市天王寺 27208 貝塚市 28109 神戸市北区

26108 京都市右京区 区 27209 守口市 28110 神戸市中央区

26109 京都市伏見区 27111 大阪市浪速区 27210 枚方市 28111 神戸市西区

26110 京都市山科区 27113 大阪市西淀川 27211 茨木市 28201 姫路市

26111 京都市西京区 区 27212 八尾市 28202 尼崎市

26199 〃 27114 大阪市東淀川 27213 泉佐野市 28203 明石市

(大枝・大原野) 区 27214 富田林市 28204 西宮市

26201 福知山市 27115 大阪市東成区 27215 寝屋川市 28205 洲本市

26202 舞鶴市 27116 大阪市生野区 27216 河内長野市 28206 芦屋市

26203 綾部市 27117 大阪市旭区 27217 松原市 28207 伊丹市

26204 宇治市 27118 大阪市城東区 27218 大東市 28208 相生市

26205 宮津市 27119 大阪市阿倍野 27219 和泉市 28209 豊岡市

26206 亀岡市 区 27220 箕面市 28210 加古川市

26207 城陽市 27120 大阪市住吉区 27221 柏原市 28212 赤穂市

26208 向日市 27121 大阪市東住吉 27222 羽曳野市 28213 西脇市

26209 長岡京市 区 27223 門真市 28214 宝塚市

26210 八幡市 27122 大阪市西成区 27224 摂津市 28215 三木市

26211 京田辺市 27123 大阪市淀川区 27225 高石市 28216 高砂市

26212 京丹後市 27124 大阪市鶴見区 27226 藤井寺市 28217 川西市

26213 南丹市 27125 大阪市住之江 27227 東大阪市 28218 小野市

26214 木津川市 区 27228 泉南市 28219 三田市

26303 大山崎町 27126 大阪市平野区 27229 四条畷市 28220 加西市

26322 久御山町 27127 大阪市北区 27230 交野市 28221 篠山市

26343 井手町 27128 大阪市中央区 27231 大阪狭山市 28222 養父市

26344 宇治田原町 27141 堺市堺区 27232 阪南市 28223 丹波市

26364 笠置町 27142 堺市中区 28224 南あわじ市

26365 和束町 27143 堺市東区 28225 朝来市

26366 精華町 27144 堺市西区 28226 淡路市

26367 南山城村 27145 堺市南区 28227 宍粟市

26407 京丹波町 27146 堺市北区 28228 加東市

26463 伊根町 27147 堺市美原区 28229 たつの市

26465 与謝野町
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◆ 地下鉄

京都駅から市営地下鉄烏丸線

「丸太町」下車、または二条駅

から市営地下鉄東西線乗車、

「烏丸御池」で烏丸線に乗換え、

「丸太町」下車、徒歩10分

◆ 市バス

三条京阪から10系統、京阪神

宮丸太町から93系統、202系統、

204系統、「府庁前」下車徒歩

5分

※受付場所 丸囲み部分

府庁別館２階 第３会議室
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平成29　 11　 24
山田　啓二

まるまるどぼく

(株)○○土木

代表取締役 京都　太郎
きょうと　たろう

京都市上京区下立売通新町西入

２ ６ １ ０ ２ ６ ０ ２ ８ ５ ７ ０

０ ７ ５ － ４ １ ４ － ５ ２ ２ ５

京都府
２　６ ２ ８ ０　１　２　３　４　５

１０ ５０,０００

平成29年3月31日 平成29年8月15日

- 27 -

印

加点には提出
書類シが必要

平成３０

記載例

加点には提出
書類スが必要

加点には提出
書類セが必要

加点には提出
書類チが必要

加点には提出
書類ツが必要

加点には提出
書類テが必要



（株）○○土木

5,233

274,989２８０５０１

完工高が「なし（ゼロ）」の
場合は入札参加申請できません。

記載例

- 28 -

「とび・土工・コンクリート工事及び解体工事
の完成工事高内訳書」と一致させてください。

解体工事業の許可
(区分番号290)を
受けている場合も
052の欄に記入し
てください。

400,321
200,567

※解体工事については、解体工事業の許可を受けてい
　る場合(290)又はとび・土工工事業の許可を受け
　ている場合(052)のいずれかの許可年月日を記入し
　てください。
※解体工事以外の３工事については、とび・土工工事
　業の許可の日付を記入してください。

7,450

1,244

合計を経営事項審査の塗装工事の
完工高と一致させてください。
完工高が「なし(ゼロ)」の工事は
入札参加申請できません。

２８０５０１
２８０５０１
２８０５０１

２８０５０１
２８０５０１



京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
（株）○○土木
京都　太郎

２

５，２３３

１，２４４

０

６，４７７
　　 経過措置なしの経審　　(経審)｢とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ｣完工高
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 － (経審)｢法面処理｣完工高
＝　
　 　経過措置ありの経審　　(経審)｢とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ・解体(経過措置)｣完工高
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　－ (経審)｢法面処理｣完工高

工事経歴書の各業種の
２年又は３年平均と一致

記載例

- 29 -



28    3   31

京都府上京区下立売通新町西入藪ノ内町
（株）○○土木
京都　太郎

京都府

○▽（株）

元請

元請

○○施設解体撤去工事

家屋取壊工事

京都府

京都府

３,０００

５,０００

27     5

５ １０，４６６
２年又は３年分の平均額が内
訳書の各業種の額と一致する

・営業年度ごと(２年又は３年分)に工事の種類ごとに作成
・実績がない営業年度については、「工事名」欄に『該当なし』と記載
・１年度の実績が１枚では書き入れない場合は、金額ベースでおおよそ７割分
　を記載し、残りは「その他○件、○○○千円」と記載
・区分、記入方法等は建設業許可申請・経審申請の「工事経歴書」記入方法に
　準拠する

その他３件、２,４６６千円 ２,４６６

記載例

-
 
3
0 

-

１枚につき、一箇所に○を記入

27    4    1

27     9
27    10
28     2



第３号の４様式（第５条関係）

障 害 者 雇 用 状 況 申 告 書

年 月 日

京都府知事 様

（申請者）

商号又は名称

代表者氏名

障害者の雇用状況について、下記のとおり申告します。

なお、この申告書の内容については、事実と相違しないことを誓約します。

記

公共職業安定所に障害者雇用状況 １ 提出義務があり、障害者雇用状況報告書を

報告書を提出する義務の有無 提出している。

※ 該当する右の数字のところに ２ 提出義務はあるが、障害者雇用状況報告書

○印を記入してください。 を提出していない。

３ 提出義務はない。

常用雇用労働者の総数 人

常用雇用障害者の総数 人

注
１ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号。以下「法」という。）

で、「障害者」とは、「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期にわたり、職業
生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」をいう。
① 身体障害者の範囲：身体障害者とは、「身体障害者障害程度等級表」（身体障害者福
祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号）の１級から６級までの障害を
有する者及び７級の障害を２つ以上重複して有する者をいう。
② 知的障害者の範囲：知的障害者とは、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保
健福祉センター、精神保健指定医又は法第１９条の障害者職業センターによって知的
障害があると判断された者をいう。

③精神障害者の範囲：精神障害者とは、精神障害者保健福祉手帳所持者をいう。

２ この申告書は、障害者（身体障害者、知的障害者又は精神障害者をいう。以下同じ。）
の雇用の有無にかかわらず、建設工事指名競争入札参加資格申請をされるすべての申請者
の方及び定期申請時に申請された方で障害者雇用の追加申請を希望される方が提出してく
ださい。

雇用していない場合は、「常用雇用障害者の総数」のところは「0（ゼロ）」を記入して
ください。この申告書の提出がない場合は、常用雇用障害者は、いないものとして取り扱
います。

３ 法第43条第７項の規定による障害者の雇用状況報告義務のある事業主については、公共
職業安定所に提出した障害者雇用状況報告書（平成２８年６月１日現在の状況について記
載し、かつ同年７月１５日までに公共職業安定所に提出したもので、公共職業安定所の受
付印のあるものに限る。）の写しを必ず添付してください（この場合、平成２８年６月１
日現在で記入してください。）。添付がない場合は、この申告書の記入内容にかかわらず、
主観点加点の対象外となります。

４ 法による障害者の雇用状況報告義務のない事業主については、この申告書のみを提出し
てください。この場合、この申告書は、平成２８年１１月１日現在で記入してください。

５ この申告書の記入内容が事実と相違する場合は、京都府建設工事指名競争入札に参加できなくな
ることがあります。

１６０

(株)○○土木

代表取締役　京都　太郎 印

平成29 　11　 24

３

- 31 -

それぞれ実雇用人数を記入してください。

記載例

２９

２９

２９



（株）○○土木

まるまるどぼく

総務部長 宮津　太郎 総務部 亀岡　京子

１６０
０

１６０

１６０

３

３

３
不足数が「１」以上の場合は、加点
対象になりませんので、「障害者雇
用状況申告書」及び「障害者雇用状
況報告書」の提出は不要です。

- 32 -

１．８

29

記載例

０．２



第３号の７様式（第５条関係）

資本関係に関する事項等の申告書
（ 業 態 調 書 ）

年 月 日

京都府知事 様
（ 申 請 者 ）
名 称
代 表 者 氏 名 ○印

建設業許可番号 -
資本関係に関する事項等について、下記のとおり申告します。
なお、この申告書の内容については、事実と相違しないことを誓約します。

記

１ 資本関係に関する事項

(1) 資本関 ア 資本関係を有する次の会社について、該当がありますので申告します。
係を有す (ｱ) 親会社(申請者の親会社をいいます。以下同じ。）
る会社の (ｲ) 自社子会社（申請者の子会社で、建設業の許可を受けているものをいいます。以下同じ。）
該当の有 (ｳ) 資本関係会社（(ｱ)の親会社の申請者以外の子会社で、建設業の許可を受けているものをいいます。以下同じ。）
無 イ 該当なし

(2) (1)で ア 親会社
申告した 名 称 建設業の許可番号※許可を受けている場合のみ記入
資本関係 －
を有する

－会社の名
称及び建

イ 自社子会社設業の許

名 称 建 設 業 の 許 可 番 号可番号

－
－
－

ウ 資本関係会社
名 称 建 設 業 の 許 可 番 号

－
－
－

２ 役員等の兼任状況に関する事項

(1) 役員等 ア 役員等のうちに、次の会社の役員等を兼ねている者がありますので申告します。
を兼任す (ｱ) 親会社
る会社の (ｲ) 自社子会社
該当の有 (ｳ) 資本関係会社
無 (ｴ) その他の建設会社（(ｱ)から(ｳ)までに掲げる会社以外の会社で、建設業の許可を受けているものをいいます。以

下同じ。）
イ 該当なし

(2) (1)で 該当する役員等 申請者の会 兼任先の会社 兼任先の会
該 当 す る 兼 任 先 の 会 社 の 区 分

申告した の氏名 社での役職 の名称 社での役職
役員等の
兼任状況 ア 親会社 イ 自社子会社 ウ 資本関係会社

エ その他の建設会社（許可番号： － ）

ア 親会社 イ 自社子会社 ウ 資本関係会社
エ その他の建設会社（許可番号： － ）

ア 親会社 イ 自社子会社 ウ 資本関係会社
エ その他の建設会社（許可番号： － ）

ア 親会社 イ 自社子会社 ウ 資本関係会社
エ その他の建設会社（許可番号： － ）

注 １ 該当する項目に○印を付し、必要な事項を記入してください。
２ 親会社及び子会社については、それぞれ会社法（平成17年法律第86号）第２条第４号に規定する親会社及び同条第３号に規定する
子会社に該当する会社を記入してください。

３ 役員等の兼任状況については、当該役員等がいずれの会社においても次に掲げる役職を兼ねる場合に限り記入してください。なお、これ
らの役職以外の役職（監査役、執行役員等）については該当しませんので、注意してください。
(1) 代表取締役その他の取締役（社外取締役を含む。）
(2) 委員会設置会社にあつては、代表執行役その他の執行役
(3) 会社更生又は民事再生の手続中の会社にあつては、その管財人

４ この申告書に記載した事項に変更があつた場合は、その変更の内容を速やかに届け出てください。
５ 記入欄が足りない場合は、適宜記入欄を追加してください。
６ この申告書の記載内容が事実と相違する場合は、京都府建設工事指名競争入札への参加ができなくなることがあります。

(株)○○土木
代表取締役　京都　太郎

26-012345

××土木（株） ００　０００００１

（株）△△工務店 ２６　１１１１１１

□□建設（株） ２７　２２２２２２

京都　太郎 代表取締役 ××土木（株） 取締役

京都　二郎 取締役 ○×工業 代表者

26　333333

印

○○運送（株） なし

平成29  11  24
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記載例

該当なしの場合も○の記入が必要です。

該当なしの場合も○の記入が必要です。


